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第14 火災通報装置 

 規則第25条第２項第１号に規定する火災通報装置とは、火災が発生した場合において、手動起動装

置を操作すること又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動することにより電話回線を使用して

消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置をいう。 

 なお、同条同項第２号に規定する「消防機関へ通報する火災報知設備（電話回線を使用しないもの）」

とは異なるもの。 

 

１ 設備の概要（系統図による設置例） 

  アナログ加入回線の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 用語例 

(１) 手動起動装置とは、火災通報装置専用である一の押しボタン、通話装置、遠隔起動装置等をい

う。 

(２) 蓄積音声情報とは、あらかじめ音声で記憶させている火災通報に係る情報をいう。 

(３) 通報信号音とは、火災通報装置からの通報であることを示す信号音をいう。 

(４) 連動起動機能とは、火災通報装置が自動火災報知設備の作動と連動することにより作動し、消

防機関への通報を自動的に開始する機能をいう。 

(５) 試験装置とは、火災通報装置の試験において、電話回線を捕捉しない状態で行うための、消防

機関の119番受信装置に代わる試験を行う装置をいう。 

(６) アナログ加入回線とは、電話回線を用いてアナログ方式により音声伝送を行う回線であり、常

時使用できる端末機器は１つであるものをいう。 

(７) ＩＰ電話回線とは、インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行う回線をいう。 

(８) ＩＳＤＮ回線とは、電話回線を用いてデジタル方式により音声伝送を行う回線のことであり、

１回線に２以上の信号チャンネルを有し、同時に２以上の端末機器を使用することのできるも

のをいう。 

(９) ＡＤＳＬ回線とは、電話回線を用いる非対称デジタル加入回線をいう。 

なお、火災通報装置を接続する場合は、分離型スプリッタを用い、電話機等の信号部分に設け

るものに限る。 

 (10) 分離型スプリッタとは、ＡＤＳＬ回線から送られてくる信号を、電話機等の信号とインターネ

ット通信のための信号とに振り分ける分波器であり、一体型スプリッタ（ＡＤＳＬ専用モデム等

に組み込まれたもの）とは異なる。 
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(11) 直収電話とは、電気通信事業者による固定電話（ＩＰ電話を除く。）のうち火災通報装置と接続

ができないものをいう。 

(12) ＴＡ（ターミナルアダプタ）とは、ＩＳＤＮ回線に対応する機能を持たない端末機器をＩＳＤ

Ｎ回線に接続して使用するための信号変換装置で、ＤＳＵと組み合わせて使用するものをいう。 

(13) ＤＳＵ（デジタルサービスユニット）とは、ＩＳＤＮ回線等におけるＩＳＤＮ回線に必要な速

度変換、同期等の機能を持つ回線接続装置でＩＳＤＮ回線の終端に接続するものをいう。 

(14) 火災通報優先接続型ＴＡとは、火災通報装置をＩＳＤＮ回線に接続する際に火災通報装置が発

する信号を他の端末機が発する信号に優先してＩＳＤＮ回線に接続し送出する機能を持ったもの

をいう。 

(15) ＴＡ等とは、ＴＡ又は火災通報優先接続型ＴＡをいう。 

(16) ＵＰＳとは、回線終端装置等に設ける予備電源（無停電電源装置）のことをいう。 

(17) 特定火災通報装置とは、スピーカー及びマイクを用いて、送受話器を取り上げることなく通話

ができる機能を有する火災通報装置のうち、令別表第１(６)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる

防火対象物で、延べ面積が500㎡未満のものに設けるものをいう。 

(18) 回線終端装置等とは、回線終端装置その他のＩＰ電話回線を使用するために必要な装置をいう。 

(19) アナログ端末機器とは、火災通報装置、電話機、ファクシミリ等でアナログ信号を発する機器

をいう。 

(20) デジタル端末機器とは、パソコン等でデジタル信号等を発する機器をいう。 

 

３ 回線の種類、火災通報装置との接続の可否 

規則第25条第３項第２号に規定する「火災通報装置の機能に支障を生ずるおそれのない電話回線」

には、アナログ電話回線のほか、「050」から始まる番号を有するＩＰ電話回線のうち消防機関にお

いて通報者の位置情報を取得できないもの以外のＩＰ電話回線が該当するものであり、次表におい

て、使用できる通信回線をいう。（第14－１表参照） 

 

第14－１表 

通 信 回 線 使用 参 照 先 

ＮＴＴアナログ加入回線 〇 ５ アナログ加入回線 

ＩＰ電話回線（ＩＰ直収電話を含む。） 
※ 「050」から始まる番号で消防機関において

通報者の位置情報を取得できないものを除
く。 

〇 ６ ＩＰ電話回線 

ＩＳＤＮ回線 〇 ７ その他（ＡＤＳＬ、ＩＳＤＮ） 

ＡＤＳＬ回線 
※ スプリッタ分離タイプ（電話共用できるも

の）に限る。 
〇 ７ その他（ＡＤＳＬ、ＩＳＤＮ） 

直収電話 
※ ＮＴＴ以外の電気通信事業者による固定電

話（ＩＰ電話回線を除く。)をいう。 
×  

※ 通信回線については、用語例参照 
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４ 共通事項 

  規則第25条第２項及び第３項の規定によるほか、次によること。 

 (１) 社会福祉施設等で自力避難困難者が夜間使用する防火対象物（規則第25条第３項第５号に掲

げる防火対象物）は、令第23条第１項ただし書きに該当する場合であっても、火災通報装置を

設置すること。☜ⅱ 

 (２) 火災通報装置の設置場所 

   ア 火災通報装置は、防災センター等（常時人のいる場所）に設置すること。 

    なお、この場合、自動火災報知設備の受信機と併設すること。☜ⅰ 

イ 火災通報装置は、床面からの高さが0.8ｍ以上1.5ｍ以下の箇所に設けること。☜ⅰ 

ウ 火災通報装置の直近には専用の送受話器を設置すること。 

エ 湿気、ほこりのない場所に設置すること。 

オ 火災通報装置の操作部(手動起動装置、モニター部、発報表示及び非常用送受話器)が制御部

と分離しているものの制御部は、維持管理のできる場所に設けることができる。 

(３) 遠隔起動装置 ☜ⅰ 

  ア 防災センター等（常時人のいる場所）が複数ある場合には、遠隔起動装置を設けること。 

    なお、自動火災報知設備の副受信機が設置されている場合は、当該副受信機と併設すること。 

  イ 遠隔起動装置を設ける場合、本体との間で通話ができるインターホン等の同時通話装置を備

えておくこと。 

 (４) 接続 

電話回線等との接続については３によるほか、119番発信が可能で消防機関からの逆信を受け

られる電話回線に接続すること。 

(５) 機器 

ア 火災通報装置は、「火災通報装置の基準」（平成８年消防庁告示第１号。以下「告示第１号」

という。）に適合し、かつ、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第53条の規定により端末機

器としての認定を受けたものを使用すること。 

    なお、原則として認定品とすること。☜ⅰ 

イ 火災通報装置は、３に掲げる通信回線の種別により接続可能な機器を選択すること。 

ウ 特定火災通報装置で、音声メッセージ（９通報内容）が発信されないものは、設置しないこ

と。 

エ 火災通報装置の選択信号送出方式は、火災通報装置と接続されている電話回線と同一である

こと。 

※ 選択信号送出方式は、10パルス毎秒若しくは20パルス毎秒のダイヤルパルス又は押しボタ

ンダイヤル信号のいずれかであるもの。 

(６) その他 

ア 火災通報装置の手動起動装置、非常用送受話器には、その旨を表示しておくこと。 

イ 手動起動装置には、いたずら防止のための措置を講じておくこと。 

ウ 一般的な送受話器を非常用送受話器として設置するものは、専用のものとして火災通報装置

本体の直近に設け、かつ、他の内線電話等と明確に区別させること。 
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５ アナログ加入回線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－１図 ＮＴＴ電話回線に専用回線で接続する火災通報装置の概要図 

 

(１) 接続 

   接続については、規則第25条第３項第３号及び４.(４)によるほか、次によること。 

ア 回線は、火災状況が分からない者が受話器をとる状況を回避するため、専用の電話回線

とすること。ただし、屋内の電話回線のうち、構内交換機等と通信事業者の間となる部分

に火災通報装置を接続し、かつ、消防機関からの逆信の際、火災通報専用電話機のみ呼び

出し音が鳴動する場合はこの限りでない。（第14－１図参照）☜ⅰ 

なお、構内交換機等の二次側及び次の回線には接続しないこと。（第14－２～４図参照） 

(ア) ＦＡＸおよび留守番電話が接続されている回線 

(イ) 消防機関からの逆信が受けられない回線 

(ウ) 公衆電話回線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－２図 専用回線以外で接続する火災通報装置の概要図 
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イ 火災通報装置と電話回線の接続は、試験装置の接続に対応させるため、プラグジャック方式

又はアダプタ式ジャック方式（以下「プラグジャック方式等」という。）とすること。 

（第14－３、４図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－３図 分界点を通信コネクタ以外の方式とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－４図 分界点を通信コネクタとする場合 

 

(２) 機器 

   規則第25条第３項第１号によるほか、４.(５)によること。 

(３) 配線 

   火災通報装置の配線は、電気工作物に係る法令によるほか、次によること。 

ア 遠隔起動装置から火災通報装置までの配線は、規則第12条第１項第５号の規定による

こと。☜ⅰ 

イ 端子との接続は、ゆるみ、破損等がないこと。 

(４) 常用電源 

   火災通報装置の常用電源は、次によること。 
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ア 火災通報装置の常用電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐せずにとるこ

と。ただし、令別表第１(６)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物で、延べ面積が500

㎡未満のものに設けられる火災通報装置の電源が分電盤との間に開閉器が設けられていない

配線からとられている場合は、この限りでない。 

イ アの見やすい箇所に火災通報装置専用である旨の表示をすること。 

 

６ ＩＰ電話回線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14-５図 ＩＰ電話回線に接続する火災通報装置の概要図 

 

(１) 接続 

接続については規則第25条第３項第３号及び４.(４)によるほか、次によること。 

ア ＩＰ電話回線における火災通報装置の接続部分について 

火災通報装置は、屋内のＩＰ電話回線のうち回線終端装置等から電話機、ファクシミリ等の

通信機器までのアナログ信号を伝送する電話回線の部分に接続すること。 

なお、その際、当該通信機器の影響を受けないように接続すること。（第14－６図参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－６図 ＩＰ電話回線における火災通報装置の接続部分について 
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イ 回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用端子がある場合 

回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用の端子がある場合、火災通報装置が接続さ

れている端子以外の端子に通信機器等を接続すること。（無線を用いることなどにより端子は

設けられていないが、複数の端子が設けられているのと同等の機能を有する場合を含む。）ただ

し、その際、当該通信機器等による通信は、火災通報装置による通報・通話に影響を及ぼすお

それのないものであること。（第14－７図参照） 

なお、ここでいう「回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用端子がある場合」とは、

複数の電話番号を取得し、火災通報装置及び電話機等それぞれに専用の番号を割り振ることが

できる場合等をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－７図 回線終端装置等に複数のアナログ端末機器接続用端子がある場合 

 

(２) 機器 

   ４.(５)によること。 

(３) 配線 

   ５.(３)によること。 

(４) 電源 

火災通報装置の常用電源は５.(４)によるほか、次によること。 

ア 回線終端装置等の常用電源の接続部は、振動又は衝撃により容易に緩まないよう、別添資

料14－１の例により、脱落防止措置がされていること。 

     なお、「電源の接続部」とは、電源が供給される配線（回線終端装置等の予備電源（ＵＰ

Ｓ）に係る配線を含む。）のコンセント部分を含む全ての脱着可能な接続部をいう。 

イ 回線終端装置等の電源の接続部には、火災通報装置用のものである旨又は火災通報装置に係

る回線終端装置等用のものである旨の表示を設けること。 

(５) 予備電源（ＵＰＳ） 

回線終端装置等の予備電源については次によること。 

ア 回線終端装置等の予備電源の種類 

回線終端装置等の予備電源には、ＵＰＳ（無停電電源装置）を使用すること。☜ⅰ 

イ 共同住宅等における回線終端装置の予備電源設置場所について 

共同住宅等において配線方式等により、火災通報装置が設置された住戸等内の回線終端装置

等以外に、共用部分にも回線終端装置等が設けられる場合は、別添資料14－２により、共用部

分の回線終端装置等にも予備電源を設置すること。 
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ウ 予備電源（ＵＰＳ）の容量 

予備電源（ＵＰＳ）は、告示第１号第３第12号(１)に規定する容量を有するものであるこ

と。また、容量の算定方法については、別添資料14－３により算定すること。 

(６)  その他 

ア 回線終端装置等には、火災通報装置が接続されている旨の表示を見やすい位置に付すること。 

イ 回線終端装置等は、火災通報装置と同室に設けること。☜ⅱ 

ウ 回線終端装置等は、地震等による転倒防止措置を講じること。 

 

７ その他の回線（ＡＤＳＬ、ＩＳＤＮ） 

(１) ＡＤＳＬ回線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－８図 ＡＤＳＬ回線に接続する火災通報装置の概要図 

   

ア 接続 

火災通報装置の接続については、規則第25条第３項第３号及び４.(４)によるほか、分離型

スプリッタを用い、電話機等の信号となった部分に設けること。 

イ 機器 

    ４.(５)によること。 

  ウ 配線 

    ５.(３)によること。 

  エ 電源 

    ５.(４)によること。 
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(２) ＩＳＤＮ回線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－９図 ＩＳＤＮ回線に接続する火災通報装置の概要図 

   

ア 接続 

接続については、規則第25条第３項第３号及び４.(４)によるほか、次によりＴＡ等を介し

てＩＳＤＮ回線へ接続すること 

(ア) 火災通報優先接続型ＴＡを用いる場合（第14－10図参照） 

ａ 火災通報装置は優先接続機能を有するアナログ端末機器用端子に接続すること。 

ｂ 火災通報装置以外の端末機器として、パソコン等を当該ＴＡのデジタル端末機器用端

子に接続する場合、送受信情報量は64kbps以下とし、その旨を表示すること。 

(イ) ＴＡを用いる場合（第14－11図参照） 

ａ 火災通報装置は、アナログ端末機器用端子に接続すること。 

ｂ ＩＳＤＮ回線に接続する端末機器は、火災通報装置とその他の端末機器一つまでとし、

デジタル加入回線の一つの信号チャンネルを火災通報装置専用として確保すること。 

ｃ  火災通報装置以外の端末機器として、パソコン等を当該ＴＡのデジタル端末機器用端子

に接続する場合、送受信情報量は64kbps以下とし、その旨を表示すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－10図 火災通報優先接続型ＴＡを用いた接続例 

火災通報優先接続型ＴＡ等 

Ｃ 

Ａ 

ＩＳＤＮ回線 

火災通報装置（アナログ） 

アナログ端末機器 

デジタル端末機器 ＴＡ 

火災通報優先 

接続型ＴＡ 
ＤＳＵ 

Ｂ 

（送受信情報量 64kbps） 

ＴＡ ：ターミナルアダプター 

デジタル電話回線用インターフェイス 

（ＴＡに内蔵又は外付け） 

64kbps（キロビット・パー・セコンド） 

：１秒間に64,000個の「０」又は「１」の

デジタル情報信号を送ることを表す。 

※ 火災通報装置は、Ａ（優先接続機能を有するアナログ端末機器用端子）に

接続すること。 

※ Ｂ（アナログ端末機器用端子）にはアナログ端末機器を接続すること。 

※ Ｃ（デジタル端末機器用端子）にはＴＡ及びデジタル端末機器を接続でき

るが、送受信情報量を64kbps以下とすること。 
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第14－11図 火災通報優先接続型ＴＡ以外のＴＡを用いた接続例 

 

イ 機器 

ＴＡ等は次のとおりとすること。☜ⅰ（第14－12図参照） 

(ア) 火災通報装置の通報メッセージを正確にＩＳＤＮ回線に送出できるものであり、かつ、消

防機関からの呼び返し等を的確に火災通報装置に伝達できることが確認されている機器を

使用すること。 

(イ) 火災通報優先接続型ＴＡの機能は、次によること。 

ａ 火災通報優先接続型ＴＡに接続される火災通報装置以外の端末機器を使用中に火災通

報装置を起動した場合、火災通報装置の通報が優先されること。 

ｂ 火災通報装置を起動した場合、火災通報装置が起動中である旨の表示がなされているこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－12図 

 

 

ウ 配線 

    ５.(３)によること。 

 

火災通報優先接続型ＴＡ等以

外の火災通報装置対応ＴＡ等 

Ｃ 

Ａ 

ＩＳＤＮ回線 

火災通報装置（アナログ） 

アナログ端末機器 

デジタル端末機器 

火災通報優先 

接続型ＴＡ以外

の火災通報装置

対応ＴＡ 

ＤＳＵ 
Ｂ 

（送受信情報量 64kbps） 

（いずれかを１個のみ） 

ＴＡ ：ターミナルアダプター 

デジタル電話回線用インターフェイス 

（ＴＡに内蔵又は外付け） 

64kbps（キロビット・パー・セコンド） 

：１秒間に64,000個の「０」又は「１」の

デジタル情報信号を送ることを表す。 

※ 火災通報装置は、Ａ（優先接続機能を有するアナログ端末機器用端子）に

接続すること。 

※ 火災通報装置以外の端末機器は、Ｂ（アナログ端末機器用端子）又はＣ（デ

ジタル端末機器用端子）のいずれか１個のみ接続すること。 

※ デジタル端子機器を接続する場合は、その送受信情報量を64kbps以下とす

ること。 

※ Ｃ（デジタル端末機器用端子）には、他のＴＡをしないこと。 
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エ 常用電源 

    火災通報装置及びＴＡ等の常用電源は、次によること。 

(ア) 火災通報装置及びＴＡ等の常用電源は、蓄電池又は交流低圧屋内幹線から他の配線を分岐

せずにとること。ただし、令別表第１(６)項イ(1)から(3)まで及びロに掲げる防火対象物で、

延べ面積が500㎡未満のものに設けられる火災通報装置の常用電源については、分電盤との

間に開閉器が設けられていない配線からとられており、かつ、当該配線の接続部が、振動又

は衝撃により容易に緩まないように措置されている場合は、この限りでない。 

なお、火災通報装置とＴＡ等の電源は併用できる。 

(イ) (ア)の見やすい箇所に火災通報装置専用である旨の表示をすること。 

オ 予備電源 

ＴＡ等には、予備電源を備えることとし、次によること。 

(ア) 予備電源は、火災通報装置の基準に規定する火災通報装置の予備電源に準じた容量とする

こと。 

(イ) 予備電源は、火災通報装置の予備電源と兼用できる。この場合、火災通報装置とＴＡ等そ

れぞれに必要な容量の合計の容量を確保すること。 

(ウ) 予備電源は、密閉型蓄電池とすること。 

(エ) 密閉型蓄電池に交流・直流交換装置を付加した無停電電源装置を設ける場合は、常用電源

と予備電源を兼ねることができる。 

カ その他 

(ア) ＴＡ等には、火災通報装置が接続されている旨の表示を見やすい位置に付すること。 

(イ) ＴＡ等は、地震等による転倒防止措置を講じること。 

(ウ) ＴＡ等は、火災通報装置と同室に設けること。☜ⅱ 

 

８ 自動火災報知設備との連動 

  規則第25条第３項第５号の規定により、自動火災報知設備と火災通報装置を連動させる場合は、

次によること。 

なお、任意に自動火災報知設備と火災通報装置を連動させる場合にあっても、同様に指導するこ

と。 

 (１) 非火災報対策 

自動火災報知設備等は、次のいずれかにより非火災報対策が講じられていること。☜ⅰ 

ア 蓄積式の感知器、中継器または受信機の設置 

イ 二信号式の受信機の設置 

ウ 蓄積付加装置の設置 

エ 設置場所の環境状態に適応する感知器の設置 

(２) 機能 

自動火災報知設備と連動することができる火災通報装置は、次に掲げる機能を有すること。 

ア 自動火災報知設備からの火災信号（感知器からの火災信号によるほか、自動火災報知設備の

受信機が火災表示を行う要件（中継器からの火災表示信号、発信機からの火災表示信号等）も

含む。）を受信した場合において自動的に作動し、消防機関への通報を開始すること。 

イ 自動火災報知設備と連動し火災情報を通報中において、手動起動装置が操作された場合にあ

っては、直ちに、手動起動装置の操作による火災情報を通報できるものであること。 

(３) 接続 

連動停止スイッチを介して、次のいずれかにより接続させること。 

なお、連動起動する際、火災通報装置と受信機の間に設ける配線は規則第12条第１項第５号に

適合するものであること。☜ⅰ 

ア 自動火災報知設備の受信機直近に別箱で連動停止スイッチを設置する場合は、次によること。 
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(ア) 連動停止スイッチは、専用のものとすること。 

(イ) 連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点灯又は点滅すること。 

なお、点灯又は点滅中は連動が停止している旨の表示を設けること。☜ⅰ 

(ウ) 連動停止スイッチを受信機直近に別箱で設置する場合の電源は、受信機から供給されて

いること。（特定小規模施設用自動火災報知設備で受信機を設けない場合は火災通報装置

から供給することができる。） 

イ 自動火災報知設備の受信機内の移報用端子を連動停止スイッチとして利用する場合は、次に

よること。 

(ア) 連動停止スイッチは、専用のものとすること。ただし、連動停止スイッチを専用のものと

するために、自動火災報知設備の受信機を取り替える必要が生じた場合で、下記に該当する

場合は専用のものとしないことができる。 

ａ 消防用設備等の点検等の際に適切に火災通報装置への移報停止及び復旧ができる機能

を有していること。 

ｂ 連動停止スイッチの付近に火災通報装置及びその他の設備等と接続されている旨の表

示を設けること。 

    (イ) 連動を停止した場合は、連動が停止中である旨の表示灯が点灯又は点滅すること。 

なお、点灯又は点滅中は連動が停止している旨の表示を設けること。☜ⅰ 

(４) 自動火災報知設備の受信機に、連動起動機能を有する旨の表示を設けること。☜ⅰ 

（第14－13図参照） 

 

 

 

 

第14－13図 受信機に設ける表示 

 

(５) 特定小規模施設用自動火災報知設備のうち受信機を設けないものと火災通報装置との連動に

ついては、感知器からの火災信号を移報用のアダプタ等を用いて対応することができる。 

（第14－14、15図参照） 

  ア 移報用アダプタの電源は、原則として火災通報装置から供給すること。☜ⅰ 

イ 移報用アダプタから火災通報装置への配線は、規則第12条第１項第５号の規定によること。 

☜ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－14図 火災信号を無線で受信する場合 

 

 

 

 

この受信機は、119 番通報と連動しています。

点検等の際は火災通報装置の連動スイッチを

切ってください。 

 
地 ：白色 

文字：黒色 

移
報
ア
ダ
プ
タ
等 

（
連
動
停
止
機
能
付
き
） 

耐熱配線 

火
災
通
報
装
置 

特定小規模施設用自火報 

無線を受信 

 

電源 

移報 

原則、火災通報装置から電源を受給すること。 
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第14－15図 火災信号を有線で受信する場合 

  

(６) 複合用途防火対象物等の連動起動は次によること。 

ア 令別表第１(16)項イ、(16の２)項及び(16の３)項の防火対象物は、防火対象物全体の火災信

号からの連動を原則とすること。（第14－16図参照） 

なお、令別表第１(６)項イ(1)及び(2)並びにロ部分と他の用途が明確に区分されているもの

であり、同表(６)項イ(1)及び(2)並びにロ部分の火災信号からの連動とすることで、早期の通

報体制に支障がないと認められる場合には、令第32条を適用し、当該部分からのみの連動とす

ることができる。（第14－17図参照） 

イ アの「早期の通報体制に支障がない」とは、同表(６)項イ(1)及び(2)並びにロ以外の部分の

用途の者が当該用途の部分に24時間常駐し、同表(６)項イ(1)及び(2)並びにロ以外の部分で発

生した火災を監視、通報できる体制が確保されている場合等をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－16図 防火対象物全体の火災信号で連動する例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－17図 (６)項イ(1)及び(2)並びにロ部分からの火災信号で連動する例 

 

原則、火災通報装置から電源を受給すること。 

耐熱配線 

特定小規模施設用自火報 

 

電源 

移報 移報 

 

移
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16 項イ 

(５)項ロ (６)項イ(１)及び(２)並びにロ 

火災通報装置 受信機 (５)項部分からの火災信号で

も連動すること。 

防火対象物全体の火災信号で連動することを原則とする。 

16 項イ 

(５)項ロ (６)項イ(１)及び(２)並びにロ 

火災通報装置 受信機 (５)項部分からの火災信号で

は連動させない場合 

こちらからの火災

信号は連動する。 



第 14 火災通報装置 

- 14 - 

(７) 連動工事に係る配線工事等については、次によること。 

ア 甲種第４類の消防設備士に行わせること。 

イ 新設の着工届及び設置届については、火災通報装置及び自動火災報知設備の双方を届け出

させること。 

なお、既設改修等については、別添資料14－４によること。 

 

９ 通報内容 

(１) 手動起動時の通報内容は、次によること。 

ア 「ピピピ、ピピピ、火事です。火事です。」 

イ 所在地 「市町村名 ○○町 ○○丁目 ○○番 ○○号」 

ウ 建物名称 「当該防火対象物の正式名称 ○○階建て」 

（複合用途の場合は、「○○階建ての○○ビル内、○○階の○テ ○ナ ○ン ○ト ○名 」と入力） 

エ 電話番号 「代表で、○市 ○外 ○局 ○番 ‐○○‐○○○○」 

※ 代表…火災通報装置が設置される棟の代表電話番号 

オ 呼び返し案内メッセージ 「逆信願います。」 

※ 上記の通報内容を変更した場合は、蓄積音声情報を訂正すること。 

(２) 自動火災報知設備との連動時の通報内容については次によること。 

ア 「ピンポーン、ピンポーン自動火災報知設備が作動しました。」 

イ 所在地 「市町村名 ○○町 ○○丁目 ○○番 ○○号」 

ウ 建物名称 「当該防火対象物の正式名称 ○○階建て」 

（複合用途の場合は、「○○階建ての○○ビル内、○○階の○テ ○ナ ○ン ○ト ○名 」と入力） 

エ 電話番号 「代表で、○市 ○外 ○局 ○番 ‐○○‐○○○○」 

※ 代表…火災通報装置が設置される棟の代表電話番号 

※ 上記の通報内容を変更した場合は、蓄積音声情報を訂正すること。 

※ 自動火災報知設備と連動し火災情報を通報中において、手動起動装置が操作された場合に

あっては、直ちに、(１)の通報内容に切り替えること。 

 

10 特例基準等 

(１) 次のいずれかに該当する場合は、令第32条を適用し、火災通報装置を設置しないことができる。 

ア 管理人室等が存在しない無人となる独立した用途の自走式自動車車庫又は倉庫で常時人の

いる場所と連絡できる通報装置（精算機併設の通話装置、内線電話等）を設置する場合 

イ 管理人室等が存在しない無人となる独立した用途の駐車場又は倉庫（以下「駐車場等」とい

う。）で、同一敷地内に事務所等の別棟の防火対象物（以下「事務所等」という。）が存し、次

のすべてに適合する場合。ただし、事務所等に設置される受信機で駐車場等を警戒している場

合、又は事務所等に駐車場等の受信機を設置している場合は、(ウ)に適合することで足りる。 

(ア) 事務所等と駐車場等は、各々、自動火災報知設備が設置され、事務所等の受信機は、駐車

場等の火災信号を表示できること。 

(イ) (ア)の火災信号の配線は、規則第12条第１項第５号の規定によること。 

(ウ) 事務所等に、火災通報装置又は消防機関へ常時通報することができる電話が設置されてい

ること。 

ウ 同一敷地内に複数の防火対象物がある場合で、主たる棟に火災通報装置本体を設置し、別棟

に遠隔起動装置を設置する場合で、次のすべてに適合する場合 
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(ア) 火災通報装置本体及び別棟に設置される遠隔起動装置の一は防災センター等（常時人がい

る場所）に設置されていること。ただし、無人となることがある別棟に設置される遠隔起動

装置については、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災の際にすみやかに操作することが

できる箇所又は防災センター等（有人のときには人がいる場所に限る。）に設置することをも

って代えることができる。 

(イ) 主たる棟と別棟の防災センター等相互間で同時に通話することができる設備が設けられて

いること。 

(ウ) 火災時において、通報連絡、初期消火、避難誘導等所要の措置を講じることのできる体制

が整備されていること。 

エ 自動火災報知設備の受信機又は副受信機及び消防機関へ常時通報することのできる電話が

常時人のいる場所に設置され、その付近に操作方法（０発信等が必要な場合の操作方法をいう。

以下同じ。）が明示されている防火対象物のもののうち、次のいずれかに該当する場合 

(ア) 令別表第１(５)項イ（複合用途防火対象物の当該用途部分を含む。）のうち、宿泊室数が10

以下であるもの 

(イ) 令別表第１(６)項イ(3)（複合用途防火対象物の当該用途部分を含む。）のうち、許可病床

数が19以下であるもの 

(ウ) 令別表第１(６)項イ(4)（複合用途防火対象物の当該用途部分を含む。） 

(エ) 令別表第１(６)項ハ（複合用途防火対象物の当該用途部分を含む。）のうち、通所施設で

あるもの 

オ 令第23条第１項各号に掲げる防火対象物のうち、令別表第１(５)項イ並びに(６)項イ、ロ及

びハに掲げる防火対象物以外の防火対象物で、次のいずれかの要件を満たす場合 

(ア) 防火対象物の所在地が自社で通信設備を整備するいずれかの携帯電話事業者（ＭＮＯ）の

サービスエリア範囲内であること。 

(イ) 消防法第17条の３の２に規定する検査又は立入検査の際、携帯電話での通報が可能である

ことが確認できること。 

(２) 規則第25条第１項第２号に規定する消防機関からの歩行距離は当該設備設置対象物から消防

本部、各本署及び各出張所までの距離とすること。 

   なお、分団車庫は規則第25条第１項に規定する消防機関に含めないものであること。 
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別添資料14－１ 

 

【ＩＰ電話の回線終端装置及び予備電源等の接続部脱落防止措置】 

 

配線の接続部が、振動又は衝撃により容易に緩まないような措置の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－18図 基本的な概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－19図 市販の器具を活用した措置の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－20図 市販の器具を活用した措置の例 

電源（分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとられている場合に限る。）の配線

接続部の直近の壁等にアンカーを固着させるとともに、当該アンカーと配線の接続部をひも、コ

ード等で結着する。 

壁
・
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第14－21図 特定火災通報装置に附属するコンセント抜け防止金具の例 
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別添資料14－２ 

【ＩＰ電話】 

共同住宅等における回線終端装置の予備電源設置場所について 

 

 

〇 光配線方式 

光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、共用部分にある光端子盤からスプリッタ等を経由

し、各住戸内にある回線終端装置及び通信用宅内設備に接続する方法であり、各住戸の回線終端

装置及び通信用宅内設備に予備電源を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－22図 光配線方式 
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〇 ＶＤＳＬ方式 

光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、共用部分にある光端子盤から集合型回線終端装置

を経由し、ＶＤＳＬ集合装置から電話用ケーブルで各住戸内にある通信用宅内設備に接続する方

法であり、各住戸のＶＤＳＬ宅内装置一体型に加え、棟内共用スペース内の集合型回線終端装置

及びＶＤＳＬ合装置にも予備電源を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－23図 ＶＤＳＬ方式 
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〇 ＬＡＮ配線方式 

光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、共用部分にある光端子盤から集合型回線終端装

置を経由し、そこからＬＡＮケーブルで各住戸内の通信用宅内設備に接続する方法であり、各

住戸内の通信用宅内設備に加え、棟内共用スペース内の集合型回線終端装置にも予備電源を設

けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－24図 ＬＡＮ接続方式 
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○ 戸建て等の場合 

光ファイバーケーブルを建物内に引き込み、回線終端装置及び通信用宅内設備を介して接続す

る方法であり、回線終端装置及び通信用宅内設備に予備電源を設けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第14－25図 戸建等の場合 

  



第 14 火災通報装置 

- 22 - 

別添資料14－３ 

 

【ＩＰ電話の回線終端装置に設ける予備電源（ＵＰＳ）容量の確認方法】 

 

１ 概要 

  ＵＰＳの容量算定にあたっては、負荷機器（回線終端装置等）の容量（以下「負荷容量」という。）

を把握する必要があり、負荷容量の合計とＵＰＳのカタログ等に示されている定格容量等の規格を

基に２及び３に示す要件を満たすＵＰＳを選定する。 

 

２ 負荷容量 

  負荷容量は、一般的に皮相電力Ｓ[VA]又は消費（有効）電力Ｐ[Ｗ]で表示されることが多く、一

のＵＰＳの負荷が複数の回線終端装置等で構成される場合は、それらの合計が負荷容量となる。 

  ＵＰＳは、次の(１)及び(２)より算定される負荷容量を上回るものを選定することとなる。 

 (１) 皮相電力による負荷容量の算定 

ア 負荷容量がＳ[VA]で与えられる場合は当該値を用いる。 

イ 負荷容量がＰ[Ｗ]で与えられる場合はＳ＝Ｐ／cosθ（cosθ：負荷の力率）により皮相電力

に換算した値を用いる。 

ウ ア又はイによる数値を合計し、負荷容量ＳＬ[VA]を得る。 

ＳＯ＞ＳＬ×α 

ＳＯ：ＵＰＳの定格出力容量[VA] 

ＳＬ：負荷容量の合計[VA] 

α：余裕率（1.1以上） 

※ 力率（cosθ）は、負荷の特性に応じた値となる。 

※ 余裕率（α）は、負荷の特性に応じ設けられ、1.1以上の値を用いるものとする。 

※ 負荷容量は定格値を用いるものとする。 

 (２) 消費（有効）電力による負荷容量の算定 

ア 負荷容量がＰ[Ｗ]で与えられる場合は当該値を用いる。 

イ 負荷容量がＳ[VA]で与えられる場合はＰ＝Ｓ×cosθにより消費（有効）電力に換算した値

を用いる。 

ウ ア又はイによる数値を合計し、負荷容量ＰＬ[Ｗ]を得る。 

ＰＯ＞ＰＬ×α 

ＰＯ：ＵＰＳの定格出力容量[Ｗ] 

ＰＬ：負荷容量の合計[Ｗ] 

α：余裕率（1.1以上） 

 

３ ＵＰＳの停電補償時間 

  原則として70分以上の停電補償時間を有するＵＰＳを選定することとする。 
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別添資料14－４ 

 

【自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備の連動工事に係る届出等の運用について】 

 

１ 運用 

 (１) 既設の自動火報報知設備（以下「自火報」という。）の受信機に内蔵された連動停止スイッチに

消防機関へ通報する火災報知設備（以下「火災通報装置」という。）との連動のための配線を接

続する工事 

ア 自火報に係る届出 

着工届及び設置届の提出は要しないものとする。 

イ 火災通報装置に係る届出 

着工届の提出は要しないものとし、設置届の提出は要するものとする。 

(２) 既設の自火報の受信機内部に連動停止スイッチを設け、火災通報装置との連動のための配線を

接続する工事 

ア 自火報に係る届出 

着工届及び設置届の提出を要するものとする。 

イ 火災通報装置に係る届出 

着工届の提出は要しないものとし、設置届の提出は要するものとする。 

(３) 連動停止スイッチを別置し、火災通報装置との連動のための配線を接続する工事 

ア 自火報に係る届出 

着工届及び設置届の提出は要しないものとする。 

イ 火災通報装置に係る届出 

着工届及び設置届の提出を要するものとする。 

 

２ その他（留意事項） 

(１) 火災通報装置の蓄積音声情報の変更に伴うロムの書き換えを行う場合については、久留米広域

消防本部消防用設備等技術基準（総論）第２章、第５節、第６によること。 

(２) 火災通報装置の着工届の提出を要しないものであっても、消防法（昭和23年法律第186号）第

17条の３の２の規定に基づく検査は実施する必要があるものであること。 


